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地域リハビリテーション広域支援センター指定基準の改正等について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

１ 広域支援センター指定基準の改正 

（１）改正のポイント 

 「全ての広域支援センターが果たすべき機能・役割」を担い得る最低要件となるよう、

現行の広域支援センターの状況を鑑みつつ、以下の見直しを行う。 
  ① リハビリテーション専門職として、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の 3 職

種すべてが当該病院に配置されていることを要件とする。 
  ② 関係機関との連携体制の構築を担保する要件を追加する。 

③ 相談支援や市町村介護予防事業等への協力に対応し得るよう、業務担当としてリハ

ビリテーション専門職の配置を要件とする。 
（２）改正案 

 別紙１「千葉県地域リハビリテーション広域支援センター設置基準 新旧対照表（案）」

のとおり 
 
２ 協力機関指定制度の創設 

  広域支援センターの機能・役割を補完する機関として、新たに「（仮称）地域リハ・パ

ートナー制度」を創設し、公募により指定する。 
  詳細は別紙２のとおり。 

今般の地域リハビリテーション検討部会からの報告により、今後の本県の地域

リハビリテーション支援体制の推進のための新たな施策の方向性等が示された。 

その中で、地域リハビリテーション広域支援センター（以下「広域支援センタ

ー」という。）については、引き続き各圏域における同支援体制の中核を担う機関

として、その機能・役割が整理された。 

一方で、1 箇所の広域支援センターでは圏域全体の支援が難しい圏域について

は、広域支援センターの支援機能を補完する「協力医療機関」の指定等、新しい

体制の構築の必要性の指摘があったところである。 

こうしたことから、現行の広域支援センターの指定基準を見直し、新たな機能・

役割を担うにふさわしいものとなるよう、改正することとしたい。 

併せて、圏域における新たな地域リハビリテーションネットワークの構築を進

めるため、協力機関の指定制度を導入することとしたい。 

資料３ 



 

千葉県地域リハビリテーション広域支援センター 指定基準 新旧対照表（案） 

 

現 行 改正案 備  考 

地域におけるリハビリテーション実施施設等に対する研修

や指導等の支援を行う地域リハビリテーション広域支援セン

ターを、次の基準により二次保健医療圏毎に順次１箇所指定し

ていくものとする。 
 なお、指定期間は２年間とし、その間の事業実績、圏域の状

況を総合的に判断して見直しを図るものとする。 
 
１ 診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９

号）の規定に基づく特携診療料の施設基準等（平成２０年

厚生労働省告示第６３号）及び特携診療料の施設基準等及

びその届出に関する手続きの取扱いについて（平成２２年

３月５日付け保医発０３０５第３号厚生労働省保険局医療

課長通知）に定める下記の基準を満たし、地方厚生局に届

け出ている病院とする。 

①「脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）」 
②「脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）」 
③「脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）」かつ「運

動器リハビリテーション料（Ⅰ）又は運動器リハビリテ

ーション料（Ⅱ）」 
＊原則として①を基本とするが、圏域の状況により②、③

の基準を加える。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 地域リハビリテーションの理念に十分な理解を持ち、該当

二次保健医療圏域の市町村及び関係機関等と良好な連携関

係にあり、地域リハビリテーション広域支援センターの機能

が遂行できる施設 
 
 
 
 
 
 
附則 この指定基準は、平成２３年１月１日以降に新たに指定

する地域リハビリテーション広域支援センターに適用する。 

千葉県地域リハビリテーション支援体制整備推進事業実施要綱

に基づき、二次保健医療圏ごとに１箇所指定する地域リハビリテー

ション広域支援センター（以下「広域支援センター」という。）の

指定基準及び指定期間については、下記のとおりとする。 
記 

 
１ 指定基準 
  医療法第１条の５の規定による病院であり、以下の要件を満た

すものとする。 
   

 
(１) 「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９

号）」の規定に基づく「特携診療料の施設基準等（平成２０年

厚生労働省告示第６３号）」及び「特携診療料の施設基準等及

びその届出に関する手続きの取扱いについて（平成２６年３月

５日保医発０３０５第２号厚生労働省保険局医療課長・歯科医

療管理官連名通知）」の規定による「脳血管疾患等リハビリテ

ーション料（Ⅰ）」又は「同（Ⅱ）」の施設基準を満たし、厚生

労働省関東信越厚生局へ届け出ていること。 
 
(２) 常勤の言語聴覚士を1名以上配置していること。 
 
(３) 医療連携体制に関する窓口及び地域の保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口を設置し

ていること。 
 
 
 
(４) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が広域支援センタ

ーの業務に従事すること。 
 
 
(５) 地域リハビリテーションの理念に十分な理解を持ち、該当

二次保健医療圏域の市町村、医療機関及び職能団体等の地域リ

ハビリテーション関係機関と良好な連携関係にあり、広域支援

センターの機能・役割を確実に遂行できると認められること。 
 

２ 指定期間 
  ２年以内とし、業務実績、圏域の状況等を総合的に勘案し見直

しを図るものとする。 
 
（附則） 
１ この指定基準は、平成２９年４月１日以降に新たに指定する広

域支援センターに適用する。 
２ 既に指定を受けている広域支援センターのうち、指定期間の終

期が平成２８年３月３１日となっている広域支援センターについ

ては、従前の規定にかかわらず、当該指定期間を平成２９年３月

３１日まで延長する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 必要に応じて相補的な関係にある医療

機関等との協力による業務遂行を認め

る。 
 
 
※ 相談支援（場合によっては直接支援も）

を担いうる一定程度の人員が配置されて

いることが必要であるため。 
  特に、圏域のリハビリ拠点病院として

高い技術と知見を有し、多様なリハビリ

に対応可能なことの裏付けとして、PT･
OT・ST のリハビリテーション三職種の

配置が求められるため。 
  なお、STの配置については、(1)の要件

では必須でないため、(2)の要件を別途設

ける。 
 （参考１参照） 
 
 
※ 当該医療機関の体制として、関係機関

との連携体制が構築されていることが必

要であるため。 
（医療機能情報提供制度（H19.４～）に

よる各医療機関からの報告項目により確

認） 
 
※ 広域支援センターの相談支援機能・コ

ーディネート機能の担い手として、リハ

専門職の配置が必要であるため。 
 
 
※ 関係機関の例を具体的に列記（特に職

能団体との連携は重要であるため）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 現行 9 センターのうち、東葛北部・ 
安房・市原の3センターが該当 

 

別紙１ 



【参考１】

【現行】

PT OT ST 計

脳血管疾患等Ⅰ 2 経験者1 5 3 *1 10 *言語聴覚療法実施の場合

脳血管疾患等Ⅱ 1 1 1 *1 4 *言語聴覚療法実施の場合

脳血管疾患等Ⅲ 1 ○ ○ ○ 1

運動器Ⅰ 1 経験者 ○ ○ － 4

運動器Ⅱ 1 経験者 ○ ○ － 2

運動器Ⅲ 1 ○ ○ － 1

（参考）

回復期リハ病棟Ⅰ 1 3 2 1 6
看護13:1、社福士等1
休日含めすべての日においてリハ提供体制を整えていること

回復期リハ病棟
Ⅱ･Ⅲ

1 2 1 － 3 看護15:1

地域包括ケア病棟
Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ

○ ○ ○ 1 看護13:1、退院支援担当1

リハビリテーション診療料等人員配置基準比較（常勤）

医師
（専任・最低人数、

経験者：当該リハ3年以上
又は研修・講習受講）

その他

リハ専門職
（最低人数、○：いずれかの配置で可）



【参考２】

改正後指定基準等の充足状況(現行広域支援センター）

脳血管
リハ

運動器
リハ

医師
うちリ
ハ専任 看護師

准看護
師

ＰＴ ＯＴ ＳＴ ＰＴ ＯＴ ＳＴ その他（職種）

千葉
千葉中央メディカル
センター

Ⅰ Ⅰ 69.2 2.0 193.3 17.8 43.0 20.0 5.0 ○ ○ ○
医師、看護
師、MSW

○ ○ 1 60

東葛南部 新八千代病院 Ⅰ Ⅰ 14.5 5.0 56.7 43.7 60.0 29.0 18.2 ○ ○ ○
医師、看護
師、MSW

○ ○ 1/2 96/24

東葛北部
旭神経内科リハビリ
テーション病院

Ⅰ Ⅰ 5.8 1.6 26.8 8.8 31.5 15.7 10.2 ○ ○ ○
医師、医療相
談員

○ ○ 1 87

印旛 成田赤十字病院 Ⅰ Ⅰ 189.7 0.0 687.1 22.6 8.0 5.0 1.0 ○ ○ ○ ○ ○

香取海匝 旭中央病院 Ⅱ Ⅰ 270.0 2.0 759.0 38.0 55.0 25.0 9.0 ○ ○ ○ 事務 ○ ○

山武長生
夷隅

公立長生病院 Ⅰ Ⅰ 23.1 2.0 121.9 12.3 10.0 3.0 1.0 ○ ○ ○ ○ 1 30

安房 亀田総合病院 Ⅰ Ⅰ 353.0 3.0 693.8 20.0 60.0 7.0 6.0 ○ ○ ○ ○
（2）

（注3）

（56）

君津 君津中央病院 Ⅰ Ⅰ 172.9 1.0 615.9 18.1 20.0 10.0 5.0 ○ ○ ○

市原 白金整形外科病院 Ⅰ Ⅰ 15.3 2.1 40.2 15.8 48.4 20.4 7.6 ○ ○ ＭＳＷ、事務 ○ ○ 2 78

県支援C
千葉リハビリテー
ションセンター

Ⅰ Ⅰ 17.3 6.0 152.6 51.0 35.0 13.0 ○ MSW、事務 ○ ○ 1 50

注1：「地域医療連携室」など、医療提供施設相互間の機能分担及び業務の連携を確保するための窓口（平成26年度医療機能情報報告）
注2：退院後の相談窓口として、病院等以外の保健医療サービス又は福祉サービスを提供している事業所又は施設との連携についての窓口（同上）
注3：同系列の「亀田リハビリテーション病院」が保有

回リハ 地包
ケア

施設基準
（参考）回復期リハ・
地域包括ケア病床数
（H27.4.1現在）

従事者（常勤換算・H27.10.31現在） 支援センター業務担当職種
医療
連携
窓口
（注1）

保健・
福祉
連携
窓口
（注2）



【参考３】

改正後指定基準を充足する病院数

H27.4.1現在（関東信越厚生局届出状況、医療なび）

（改正後基準）

千葉
東葛南
部

東葛北
部

印旛
香取海
匝

山長夷 安房 君津 市原 計

脳Ⅰ＋窓口＋ＳＴ 17 27 23 7 2 9 4 3 4 96

脳Ⅱ＋窓口＋ＳＴ 5 1 5 3 3 1 0 1 3 22

計 22 28 28 10 5 10 4 4 7 118

（現行基準）

千葉
東葛南
部

東葛北
部

印旛
香取海
匝

山長夷 安房 君津 市原 計

脳Ⅰ 17 30 23 9 2 9 4 3 4 101

脳Ⅱ 5 3 9 8 4 2 1 2 3 37

脳Ⅲかつ運ⅠｏｒⅡ 7 6 6 1 13 6 6 4 1 50

計 29 39 38 18 19 17 11 9 8 188

パターンA

千葉
東葛南
部

東葛北
部

印旛
香取海
匝

山長夷 安房 君津 市原 計

脳Ⅰ＋窓口 17 28 23 9 2 9 4 3 4 99

脳Ⅱ＋窓口 5 2 8 7 4 2 0 2 3 33

小計 22 30 31 16 6 11 4 5 7 132
脳Ⅲかつ運ⅠｏｒⅡ
＋窓口

7 6 5 0 5 4 5 3 1 36

計 29 36 36 16 11 15 9 8 8 168

パターンB

脳Ⅰ＋ST 17 28 23 7 2 9 4 3 4 97

脳Ⅱ＋ST 5 2 5 3 3 1 1 1 3 24

小計 22 30 28 10 5 10 5 4 7 121
脳Ⅲかつ運ⅠｏｒⅡ
＋ST

2 1 2 0 0 0 0 0 0 5

計 24 31 30 10 5 10 5 4 7 126

パターンC
脳Ⅲかつ運ⅠｏｒⅡ
＋窓口＋ＳＴ

2 1 2 0 0 0 0 0 0 5

（参考）改正基準に係るシミュレーション
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「（仮称）地域リハ・パートナー制度」の創設について（案） 

 
地域リハビリテーション広域支援センターの機能・役割を補完する機関として指定する。 
 
１ 指定基準 

  地域リハビリテーションの理念に十分な理解を持ち、広域支援センターからの協力要

請に応じる意思のある機関 
例：リハビリテーション医療機関（病院・診療所）、介護老人保健施設、通所・訪問リ

ハ事業所、訪問看護ステーション、介護事業所、職能団体等 
 
２ 協力内容  

広域支援センターが実施する地域リハに関する取組への人的支援を中心とした協力 
例：研修会における講師・スタッフの派遣、相談対応等 

  →協力実績に関して定期的に報告を求める 
 

３ 募集 
・リハビリ医療機関・老健（H27 関係機関調査対象施設）へは、県から直接周知 
・県ホームページへ掲載 
・広域支援センター・職能団体を通じ広報依頼 

 
４ 指定 
・指定希望機関は協力可能な項目を明記して県へ応募 
・応募のあった機関に対し、県から指定書を交付 

 ・指定期間は設けない 
・指定機関を県でリスト化し、各広域支援センターへ送付 

 
 
５ 運用開始   平成 29 年 4 月～（予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙２ 
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【参考４】 

 
広域支援センターへの事業協力を可とするリハビリ医療機関等 

 

        （「協力可能」＋「条件によっては協力可能」、H27 関係機関調査） 

 
病院 診療所 介護老健 

計 

A 

回答総数 

B 
A/B（％） 

千葉 ６ １５ ２ ２３ ３８ ６０．５ 

東葛南部 ８ ２０ ５ ３３ ６０ ５５．０ 

東葛北部 ７ １５ ８ ３０ ４９ ６１．２ 

印旛 ４ ８ １ １３ ２０ ６５．０ 

香取海匝 １ ３ ３ ７ １３ ５３．８ 

山武長生 

夷隅 
５ ９ ４ １８ ２５ ７２．０ 

安房 ２ ３  ５ ８ ６２．５ 

君津 ２ ２ ３ ７ １３ ５３．８ 

市原 ２ ６ ４ １２ １３ ９２．３ 

計 ３７ ８１ ３０ １４８ ２３９ ６１．９ 

 
 
















